
茨 福 振 第 １４号   

 

関 係 市 町 村 長 各位 

（介護保険担当課長扱い） 

  

要介護認定調査業務受託料の値上げについて（通知） 

 

時下、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

さて、下記により受託料を値上げいたしますので、ご了知お願いいたします。 

記 

１ １件当たりの新受託料 

 受託料６，５００円（税別）⇒ ７，０００円（税抜）７，７００円（税込） 

２ 実施時期 

  令和７年４月１日より 

３ 調査事務内容 

(1) 訪問調査 

(2) 認定調査 

① 認定調査員テキストに従った調査 

② 発注者指定の調査票の作成 

ア マークシート又は OCR 帳票   イ 概況調査 基本調査 

ウ 特記事項 

(3) 契約  

①契約書（発注者指定の様式等による） 

②契約期間は、年間又は発注ごと（１件ごと）、発注者の選択による 

 (4) 完了報告 完了報告者（発注者指定の様式等による） 

４ 指定市町村事務受託法人指定等 

(1) 指定日 平成２９年１月１３日付け長福指令第２３２号 

(2) 認定調査員数 ７名 

    

令和７年４月１日 

〒310-0851 茨城県水戸市千波町１９１８番地 

                 セキショウ・ウェルビーイング福祉会館内 

             一般社団法人 茨城県福祉サービス振興会 

                   会 長  鈴 木 一 良 

                   

           

          ℡ 029-241-6939 Email：iba-kaigo@bh.wakwak.com 


